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毎月第4日曜（今月は3月26日）は9：00～17：30まで区役所を開庁しています。また、毎週金曜は19：00まで開庁時間を延長しています。お取り扱いできない業務
もありますので、詳しくはお問い合わせください。　【問合せ】企画総務課（庶務）　 6774‒9625

お 知 ら せ

日
曜
日
に
区
役
所
を
臨
時
開
庁

し
ま
す

　

引
越
し
等
の
手
続
き
の
た
め
に
多
く

の
方
が
区
役
所
を
利
用
さ
れ
る
年
度
初

め
の
日
曜
日
に
区
役
所
を
開
庁
し
、転

入
・
転
出
に
関
わ
る
窓
口
業
務
を
行
い

ま
す
。

日
時
／
3
月
26
日
㈰
、4
月
2
日
㈰

　
　
　

9
時
〜
17
時
30
分

主
な
取
扱
業
務
／

•
出
生
・
婚
姻
な
ど
の
戸
籍
の
届
出

•
転
入
・
転
出
な
ど
の
届
出

• 

印
鑑
登
録
、戸
籍
謄
抄
本
・
住
民
票
の

写
し
な
ど
の
証
明
書
の
発
行

•
外
国
人
の
住
居
地
変
更
の
手
続
き

•
小
・
中
学
校
の
就
学
手
続
き

• 

転
入
・
転
出
な
ど
住
民
異
動
に
と
も

な
う
主
な
手
続
き
（
国
民
健
康
保
険

の
資
格
異
動
）な
ど

　

た
だ
し
、次
の
業
務
は
お
取
り
扱
い

で
き
ま
せ
ん

•
市
税
に
か
か
る
証
明
書
発
行

•
自
動
車
臨
時
運
行
許
可
事
務

• 

転
入
届
の
う
ち
転
出
地
市
区
町
村
で

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号

カ
ー
ド
）
等
を
利
用
し
た
転
出
の
届

出
を
し
た
場
合

 ﹇
住
民
票
の
届
出
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）な
ど
﹈

　

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
住
民
登
録
）

　

６
７
７
４
・
９
９
６
３

　
﹇
戸
籍
の
届
出
な
ど
﹈

　

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
戸
籍
）

　

６
７
７
４
・
９
９
６
１

　
﹇
国
民
健
康
保
険
の
手
続
き
﹈

　

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
年
金
）

　

６
７
７
４
・
９
９
５
６

国
民
健
康
保
険
の
届
出
を

お
忘
れ
な
く

　

就
職
な
ど
で
国
民
健
康
保
険
を
脱
退

さ
れ
る
と
き
や
、退
職
な
ど
で
国
民
健

康
保
険
へ
加
入
さ
れ
る
と
き
は
、そ
の

事
実
の
発
生
し
た
と
き
か
ら
14
日
以
内

に
区
役
所
へ
届
出
が
必
要
で
す
。

　

加
入
や
脱
退
の
手
続
き
が
自
動
的
に

行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、加
入
の
届
出
が
遅
れ
た
場
合

は
、加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実

が
発
生
し
た
と
き
ま
で
最
長
2
年
間

遡
さ
か
の
ぼ

っ
て
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
が
、や
む
を
得
な
い
理
由
が
な
い

限
り
、遡
っ
て
給
付
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
年
金
）

　

６
７
７
４
・
９
９
５
６

お
知
ら
せ

日
曜
法
律
相
談

日
時
／
3
月
26
日
㈰

　
　
　

9
時
30
分
〜
13
時
30
分

場
所
／
平
野
区
役
所

　
　
　
（
平
野
区
背
戸
口
3
‐
8
‐
19
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／
16
組（
申
込
先
着
順
）

相
談
時
間
／
1
組
30
分
以
内

予
約
受
付
日
時
／

　

3
月
23
日
㈭
、24
日
㈮

　

9
時
30
分
〜
12
時

予
約
専
用
電
話
／

　

６
２
０
８
・
８
８
０
５

今
月
の
各
種
無
料
相
談
会

浪
速
区
湊
町
1‐4‐1 

Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｔ
5
階

４
３
９
７
・
２
９
４
８（
代
表
）

４
３
９
７
・
２
９
０
５

個
人
市
･
府
民
税
の
申
告
は
3
月

15
日
㈬
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す

　

申
告
期
限
ま
で
に
、な
ん
ば
市
税

事
務
所
へ
送
付
ま
た
は
窓
口
へ
持
参

に
よ
り
ご
提
出
く
だ
さ
い
。な
お
、区

役
所
で
も
臨
時
申
告
会
場
を
開
設

し
、申
告
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

前
年
中
（
平
成
28
年
1
月
1
日
〜

12
月
31
日
）
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

や
個
人
市
・
府
民
税
が
非
課
税
と
な

る
方
で
も
、次
の
方
は
申
告
が
必
要

で
す
。た
だ
し
、所
得
税
の
確
定
（
還

付
）申
告
を
さ
れ
る
方
は
不
要
で
す
。

• 

国
民
健
康
保
険
、公
営
住
宅
、福
祉・

教
育
関
係
の
各
制
度
な
ど
に
お
い

て
所
得
の
申
告
が
必
要
な
場
合

• 
課
税（
所
得
）証
明
書
が
必
要
な
場

合 
な
ど

 

市
民
税
等
グ
ル
ー
プ
個
人
市
民
税

担
当

　

４
３
９
７
・
２
９
５
３

固
定
資
産
税（
土
地
・
家
屋
）の
縦
覧

を
行
い
ま
す

　

区
内
に
土
地
ま
た
は
家
屋
を
お
持

ち
の
方
は
、な
ん
ば
市
税
事
務
所
で
、

土
地
ま
た
は
家
屋
の
平
成
29
年
度
の

価
格
等
を
記
載
し
た
縦
覧
帳
簿
（
所

有
資
産
の
所
在
す
る
区
の
縦
覧
帳
簿

に
限
る
）を
縦
覧
で
き
ま
す
。

日
時
／ 

4
月
3
日
㈪
〜
5
月
1
日
㈪ 

9
時
〜
17
時
30
分
（
土
･
日

曜
日
、祝
日
を
除
く
。金
曜
日

は
19
時
ま
で
）

場
所
／ 

な
ん
ば
市
税
事
務
所

　
　
　

4
階
窓
口

※
区
役
所
で
の
縦
覧
は
で
き
ま
せ
ん

な
ん
ば
市
税
事
務
所

堂
ケ
芝
2
‐
11
‐
25

６
７
７
２
・
１
２
８
１

平
成
28
年
分
確
定
申
告
等
の
期
限

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

個
人
の
方
で
、国
税
の
申
告
等
に

よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
が
あ
る
方
の

申
告
書
提
出
、納
付
の
期
限
は
次
の

と
お
り
で
す
。

■ 

申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

　

申
告・法
定
納
期
限
：
3
月
15
日
㈬

　

振
替
日
：
4
月
20
日
㈭

■
贈
与
税

　

申
告・法
定
納
期
限
：
3
月
15
日
㈬

■
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

　

申
告・法
定
納
期
限
：
3
月
31
日
㈮

　

振
替
日
：
4
月
25
日
㈫

※ 

申
告
書
の
提
出
後
に
、税
務
署
か

ら
、納
付
書
の
送
付
や
納
税
通
知

等
の
お
知
ら
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

天
王
寺
税
務
署

天王寺区将来ビジョン（案）
ご意見をお聞かせください。
　新しい「天王寺区将来ビジョン」の
策定にあたり、パブリック・コメント
を実施し、ご意見を募集しています。
　問合せ先まで持参または送付・フ
ァックス・メールでお寄せください。
※ 「天王寺区将来ビジョン（案）」は区
役所1階区民情報コーナーで配布するほか、区ホーム
ペ ー ジ（http://www.city.osaka. lg. jp/tennoji/
page/0000391342.html）に掲載しています。

　「安全・安心で住んで良
かったと思える天王寺
区」の実現に向けて、区の
めざすべき将来像と施策
展開の方向性を示したも
のです。

天王寺区
将来ビジョンとは？

事業戦略室（ＰＤＣＡ） 6774‒9910 6772‒4904

p g

か
区
め
展
の

２
月
号
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

ク
イ
ズ
解
答

２
月
号
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

ク
イ
ズ
解
答

答
え
：「
デ
イ
リ
ー
」ニ
ュ
ー
ス

　

た
く
さ
ん
の
ご
応
募
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。当
選
者
の
発
表
は
、

賞
品
の
発
送
を
も
っ
て
代
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

持
ち
物
／ 

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
な
ど
）、ま

た
は
納
税
通
知
書

※ 

代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要

固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ

　

４
３
９
７
・
２
９
５
７（
土
地
）

　

４
３
９
７
・
２
９
５
８（
家
屋
）

ナ
イ
タ
ー
法
律
相
談

日
時
／
3
月
14
日
㈫ 

18
時
〜
21
時

　
　
　
（
受
付
は
20
時
ま
で
）

場
所
／ 

北
区
民
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
北
区
扇
町
2
‐
1
‐
27
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／
40
組

※ 

受
付
開
始
時
の
来
場
者
で
相
談
順

を
抽
選
し
、以
降
先
着
順
。定
員
超

過
時
は
、抽
選
で
相
談
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

相
談
時
間
／
1
組
30
分
以
内

 

大
阪
市
総
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

「
な
に
わ
コ
ー
ル
」

　

４
３
０
１
・
７
２
８
５

　

年
中
無
休
、8
時
〜
21
時

区
役
所
で
行
う
無
料
相
談

対
象
／
市
内
在
住
の
方

相
談
時
間
／
1
組
30
分
以
内

実施日 時間 場所

弁護士による
法律相談

6日㈪、13日㈪、
21日㈫、27日㈪

13：00
 ～17：00

6階
61番窓口

行政書士相談 22日㈬ 13：00
 ～16：00
※受付は
 15：30まで

1階
エレベー
ターホー
ル前

司法書士相談 28日㈫
税理士相談 15日㈬
不動産相談 1日㈬、8日㈬
…要予約（当日9時から電話または来庁）※相談時間の指定はできません。

事
業
戦
略
室（
広
聴
広
報
）

　

６
７
７
４
・
９
６
８
３

西山区長

 

 

 

 


